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宮城県仙台市太白区にある「エリィ社会保険労務士事務所」さん。“仕事が楽しい
と思える環境づくりのお手伝い”を理念に、企業で働かれる皆様に納得のいくご
提案ができるよう、日々のアップデートを心がけてらっしゃいます。また、不安
に感じるシステム運用や労務管理のサポートもしてくださるので、総務業務の
クラウドシステム化も安心して運用できます。多くの企業が働きやすくなるよ
う、そして社員一人ひとりの人生が豊かになるよう、必要な知識や情報をもって
サポートしてくださいます。いつも明るい笑顔でお話してくださる、エリィ社会
保険労務士事務所の皆さん。木の香りが溢れる素敵な事務所の中で、今回は代表
である三浦さんに ivalue を利用してみての率直な感想を伺いました。

情に棹させば流される。智に働けば角が立つ。どこ
へ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画
が出来る。とかくに人の世は住みにくい。意地を通

エリィ社会保険労務士事務所三浦さん  ( 以下三浦さん )：開業当

初からホームページによる情報発信の重要性はひしひしと感じてい

ましたので、士業専用の型にハマったホームページを開設していま

した。元々のホームページは、いかに「文章を読ませるか」ということ

に重点を置きました。しかし、ivalue の他社の事例を紹介いただいた

際、動画により、会社のイメージ、仕事内容、日々の作業風景を効果的

に表現できるということに気づかされました。また価格帯もサブス

クリプションの定額サービスであり、この先も永く利用できそうで

す。まさに百聞は一見に如かずでした。

三浦さん：Web やメールを使った打ち合わせが中心でした。元々の

ホームページを参考にひな形を作成していただけたので、最小限の

打ち合わせで済みましたし、コロナ禍の状況でもあったので、移動時
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間も削減できて助かりました。原稿内容など、細かな内容を伝える際
は、実際にホームページを構築できる管理画面内に入り、直接こちら

で原稿内容を打ち込むこともでき、作業が効率よく進んだと思いま

す。「目で見てわかる」ホームページにしたいと要望を伝えたところ、

業務内容をアイコン化するといったご提案をいただき、一緒になっ

て考えてくださいました。アイコンのアイディアはとても分かりや

すかったので、お願いしていた名刺にも採用しています。

▲ 「目で見てわかる」サイトを意識し、業務内容をアイコン化したものの一例



三浦さん：デザイナーの方がべースを作成してくださり、その他の

情報は自分で更新が可能なのも魅力的です。業務内容を変更するこ

とになったり、新規業務を追加したり、日々変化する更新情報は自ら

で対応ができています。また、会社からのお知らせを更新することや

他の SNS との連携をすることで、より特化した情報発信ができま

す。従業員が増えてメールアドレスを発行する際も発行とメールア

ドレスの管理が行えて便利です。

三浦さん：先日、初めてお会いした士業の方にご挨拶したところ、「以

前から存じ上げておりました」とお話しされました。理由を伺うと、

「仙台」「社労士」と検索した際に当事務所のホームページが上位にで

てきたので、サイトを拝見したとのこと。サイトを制作する際に参考

にしました、という嬉しいお言葉もいただきました。またある日に

は、障害年金の関連業社の方から「ホームページを見ました」「ちょう

ど女性の社会保険労務士を探していました」と、ビジネスに繋がる連

絡をいただくこともありました。伝わりやすいホームページの効果

により、自ら動かなくても、様々な方との繋がりができています。

三浦さん：仕事は人生の3分の1以上の時間を費やすものですから、

「仕事が楽しい」と感じることができなければ、生きることが苦痛に

なってしまうこともあるかと思います。当事務所ではクライアント

の従業員の方には一人ひとりの「ライフプランを意識すること」を伝

え、雇用主には仕事の中身に見合った賃金設計を提案し、「人の成長

が会社の成長であること」を伝えていきたいと考えています。多くの

会社の指針をまとめるお手伝いをさせていただくことで、従業員・

雇用主共に「仕事が楽しい」と感じられる環境づくりができればと考

えています。また社会保険労務士の分野として年金制度があります。

国による年金制度には、老齢、障害、遺族があります。年齢が高齢にな

ると受給できる「老齢年金」は、皆さんご存知かと思います。障害、遺

族年金は認知度が低く、請求しなければ受給はできません。障害年金

や遺族年金といった制度の情報提供を行い、人生 100年と言われる

生涯を安心して生活できるお手伝いをしたいと思っています。

▲ ホームページとリンクしているSNS（インスタグラム）のスクリーンショット

▲ 会社のイメージに合わせたトップページ動画のスクリーンショット


